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○ 我が国における牛乳乳製品の需給構造

総供給量 約１，２００万トン（生乳換算）

飲用牛乳等向け

約５００万ﾄﾝ
飲用牛乳：100円程度
ヨーグルト：80円程度

脱脂粉乳・バ
ターへの加
工向け

約２００万ﾄﾝ
(60円程度)

その他
（生ｸﾘｰﾑ、ﾁｰｽﾞ
への加工向け）
約100万ﾄﾝ

生ｸﾘｰﾑ：70円
程度、 ﾁｰｽﾞ：40
円程度

輸入乳製品

約４００万ﾄﾝ

うち、
ﾁｰｽﾞ約２７０万ﾄﾝ

国内の生乳生産 約８００万ﾄﾝ

・加工原料乳は価格が安いため、別途、国が補給金
（10円／kg程度）を交付して再生産を確保。
・補給金の単価（17年度：10.40円／kg）と限度数量
（17年度：205万ﾄﾝ）は、毎年度決定。

約８割が
北海道産

注：（ ）内は生乳１kg当たりの取引価格

約８割が
都府県産

輸入量の６割以上がチーズ。
国内で消費されるチーズの
９割が輸入品。

〔牛乳・乳製品〕
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加工乳・乳飲料

生クリーム

脱脂粉乳

チーズ

脱脂乳

酵素を
加える

凝固した
ものを
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空気・水
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ながら
練る

○ 乳製品の製造工程

加熱殺菌

濃縮して
乾燥

固体

乳脂肪分

液体

その他 粉状

指
定
乳
製
品

828万トン

490万トン

299万トン

31万トン

遠心分離
機により乳
脂肪分を

分離

資料：農林水産省『牛乳乳製品統計』、（社）中央酪農会議『用途別販売実績』。
注：数値は16年度概算値。

：生乳処理量は上記用途のほか、自家用消費等8万トンあり。

18万トン

8万トン

8万トン

3万トン

559万トン

（熟成）



制度の概要

目的

仕組み

加工原料乳地域（北海道）の生乳の再生産
の確保等を図ることを目的に、加工原料乳の
生産者に補給金を交付。

制度の仕組み等

○ 加工原料乳生産者補給金制度

生産費の変動等に基づく一定のルールによ
り算定。１７年度は、前年度から１２銭／kg
引き下げの１０．４０円で決定。

飲用牛乳及び乳製品の需給事情等を考慮し
て設定。１７年度は、前年度より５万ｔ削減
の２０５万トン。

補給金
単価

限度
数量

補給金単価と限度数量の推移

＝60円／kg
程度

＝約10円／kg

Ａ団体 Ｂ団体 Ｃ団体

生産者の
手取り

乳業者の
支払分

政府から
の交付分

加
工
原
料
乳
価

補
給
金

加工原料乳価
は団体と乳業
者間で決定

補給金の対象数量（限度数量）は毎年度決定

ＢＳＥの影響を織
り込んで単価を
算定

平11 12 13 14 15 16 17

補給金
単価

10.80 10.30 10.30 11.00 10.74 10.52 10.40

限度数
量

2,400 2,400 2,270 2,200 2,100 2,100 2,050

（単位：円／kg、千トン）



脱脂粉乳の用途（平成15年度）

40

50

60

70

80

90

100

110

12 13 14 15 16 17

資料：牛乳乳製品課調べ、（社）日本酪農乳業協会見通し

資料：農畜産業振興機構「主要乳製品の流通実態調査報告書（平成15年度）」

アイスクリーム類
４％

加工乳・

乳飲料等

５６％

資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」、牛乳乳製品課調査
１７年度は、（社）日本酪農乳業協会見通し。

（年度）

加工乳の消費指数
（平成１２年度＝100）

（見込み）
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牛乳類 ヨーグルト 豆乳 茶系飲料 ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ

％

資料：（社）日本酪農乳業協会調べ

17年1~12月の飲料消費の伸び

注：100世帯当たりの購入容量の対前年同期比。

コーヒー飲料
等 ７％

パン類 ５％

菓子・デザート類
６％

脱脂粉乳は主に加
工乳や乳飲料の原
料として利用。

12年の食中毒事故

を契機に加工乳の
消費は急減。最近
の消費量は12年の
７割以下。

他飲料との競合等
により飲用牛乳の
需要が減少。

その他

２２％

前年同期（１～12月）比

○ 脱脂粉乳の需給動向・・・脱脂粉乳の在庫削減対策の継続が課題
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脱脂粉乳在庫量の推移

適正在庫水準

（消費量の2.5か月分、3万5千トン）

（年度）

9万3千㌧

▲5千㌧削減

当初見込み通り5
千ﾄﾝの在庫削減
の見込み。

千
ト

ン
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○バターの需要に見合った生乳の生産
（12年振りに減産型計画生産へ）

○このほか、輸入乳脂肪調製品の国産生ク
リームへの置換により生乳需要を拡大

バターの用途（平成15年度）
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バター在庫量の推移

適正在庫水準

（消費量の2.5か月分、19千トン）

資料：牛乳乳製品課調べ、（社）日本酪農乳業協会見通し

資料：農畜産業振興機構「主要乳製品の流通実態調査報告書（平成15年度）」

アイスクリーム類
3％

資料：農林水産省「米麦加工食品の生産動向」
パン類の生産量は、小麦粉使用量ベース。

（年）

パン類の生産量
（平成12年度＝100）

在庫の積増抑制対策（18年度）
需要量の減少により、積
み増す見込み。

家庭用 27％
外食・ホテル

13％

パン・菓子等
31％加工乳・

乳飲料等
12％

マーガリン類
5％

その他
9％

バターは主に製パ
ン・製菓用や調理用
（家庭、外食等）とし
て利用。

パン類の生産量は、
減少傾向で推移。

17年（4ｰ11月）は
対前年同期比
▲1.0%減少。

（年度）

（見込み）

（千トン）

0

○ バターの需給動向・・・バターの在庫積増抑制対策の実施が課題

26千トン



○ チーズの需給動向

・チーズは、消費量が着実に増加している一方で、国産品の割合は生乳ベースで1割程度。

・輸入品と価格面で競争しうる余地があることから、国産需要拡大が重要。

0.9
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1.8

2.0
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1.0
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2.0

2.5

61 62 63 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16年度

㎏

○ 国産・輸入別のチーズ供給量
（生乳ベース、16年度）

資料:農林水産省「牛乳乳製品統計」、財務省「貿易統計」等

○ 我が国の国民一人あたりチーズ年間消費量の推移

資料:農林水産省「食料需給表」

○ 国産価格の輸入価格に対する比率

脱脂粉乳 2．1倍
バター 4．3倍
ナチュラルチーズ 1．6倍

輸入,

 272万トン

（90%）

国産

 31万トン

（10%）

　　計

303万トン



○ チーズ対策の進捗状況

・北海道では、チーズ向け生乳供給量が増加。
・明治乳業が、よつ葉乳業との連携のもと、十勝にチーズ工場の新設を決定。

17年度の新規増加数量

12円/kg

増加実績数量 10万トン

10円/kg

12年度の取引実績 30万トン

2.3円/kg

見直し前 見直し後

基準数量 20万トン
（61年度の取引実績）

13年度以降の増加分

5.2円/kg

チーズ工場の新増設チーズ向け生乳の拡大

○チーズ工場整備の検討状況
・明治乳業が20万トン（生乳ベース）規模の

チーズ工場の新設を決定（19年度末稼働予定）

・その他の乳業メーカーにおいても、既存工場の
処理能力を向上（更なる向上についても計画）

○17年度供給計画（ホクレン）
30万トン→33万トン（生乳ベース）
１２末現在供給量：24万トン

○生乳需要拡大奨励事業
チーズ向け生乳に対する奨励金について、
単価を大幅に見直し。

雪印乳業 中標津工場

森永乳業 別海工場

よつ葉乳業 十勝主管工場

明治乳業 十勝工場

雪印乳業 大樹工場

明治乳業 新設工場

芽室町



○生産者団体の自主的な取組みとして
・ １７年度は、脱脂粉乳過剰在庫処理対策の実施（当初2万3千㌧＋追加9千㌧＝3万2千㌧）のほか、

九州、北海道で生産抑制対策を実施。
・ １８年度は、「減産型」の計画生産とすることを決定。

○２０年度にはチーズ新工場が稼働し、チーズ仕向けが拡大。 ⇒ １８、１９年度の２年間は、生産抑制等の対策が必要。

○ 乳製品過剰在庫解消に向けた生産者団体等の自主的取組み

3万2千㌧

30万㌧→34万㌧

九州九州
①体細胞基準の強化
②乳質不良牛の淘汰奨励（約6千頭）

北海道北海道
①駄牛の淘汰（約3千頭）

②早期乾乳
③増頭計画の凍結

対策の継続を決定

輸入乳脂肪調製品を国産生クリーム
等に置換する対策を決定

（社）中央酪農会議（社）中央酪農会議
計画生産を「減産型」にすることを決定

北海道北海道
経営方向を尊重した目標数量選択制

度を検討中
①Aタイプ（経営維持・拡大意向）

前年比100%
②Bタイプ（経営縮小意向）

前年比90%
全酪農家からの拠出金により、

乳価4円/kg上乗せ

17年度 18年度

明治乳業がよつ葉乳業
との連携のもと、十勝に
生乳20万㌧規模のチー

ズ新工場を操業開始予
定

20年度～

生産抑制等の
対策が必要

２年間

脱脂粉乳過剰在庫処理対策

輸入乳脂肪調製品置換対策

生産抑制対策

脱脂粉乳過剰在庫処理対策

チーズ向生乳拡大対策

生産抑制対策

明治乳業 新設工場

チーズ増産体制

芽室町



○ 酪農経営の状況
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（千頭）乳用牛飼養戸数・頭数の推移

飼養戸数（左目盛）

飼養頭数（右目盛）
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（千頭）乳用牛飼養戸数・頭数の推移

飼養戸数（左目盛）

飼養頭数（右目盛）
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（頭/戸） １戸あたり飼養頭数の推移
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（頭/戸） １戸あたり飼養頭数の推移

北海道 都府県

資料：農林水産省「畜産統計」
注：各年２月１日現在

・ 乳用牛の飼養戸数は、都府県の小規模層を中心に減少を続けており、17年には全国で約28千戸。
（北海道：約９千戸、都府県：約19千戸）

・ また、飼養頭数は、近年、都府県では減少傾向、北海道では横ばいで推移し、17年には全国で1,655千頭。
（北海道：約858千頭、都府県：約797千頭）

・ １戸当たり飼養頭数をみると、17年には北海道97頭、都府県42頭となっており、規模拡大が着実に進展。

0 0



○ 肉用牛生産の概況

肥育経営

酪農経営

子牛の取引

黒毛和種：48万頭 50.7万円／頭

褐毛和種： 1万頭 39.2万円／頭

乳 用 種：33万頭 11.3万円／頭

交 雑 種：27万頭 26  万円／頭 乳用種・交雑種

育成・肥育経営

取引

取引

と畜

と畜

13,600戸
72万頭

出荷月齢：30か月

（肥育期間：20か月）

27,700戸
166万頭

7,930戸
105万頭

出荷月齢：21～25か月

（肥育期間：15～19か月）

肉専用種繁殖経営

76,200戸
62万頭

（10か月育成）

27万頭 （12万ｔ）

平均62万円／頭

乳用種

交雑種

交雑種

乳用種

（ヌレ子は１０日程度で出荷）

国産牛肉の
枝肉生産量
は51万ｔ（乳

廃牛を含
む）で、自給
率は44％

28万頭 （12万ｔ）

平均36万円／頭

46万頭 （19万ｔ）

平均102万円／頭



繁殖農家（育成農家） 肥育農家 と畜場

（出生）
黒毛和種： 約10月齢

乳用種 ： 6～7月齢

～～． ～～．

○ 肉用子牛生産者補給金制度

子牛出荷 肥育牛出荷

黒毛和種： 約30月齢

乳用種 ：21～22月齢

枝肉価格
（17年10～12月）

・黒毛和種：102万円

・乳用種 ： 36万円

・交雑種 ： 62万円

子牛価格が保証基準価格（再生産可能な水準）を下

回ったときに生産者補給金を交付

子牛価格（17年度第3四半期）

・黒毛和種：50.7万円

（保証基準価格：30.4万円 発動なし）

・褐毛和種：39.2万円

（保証基準価格：28万円 発動なし）

・その他肉専用種：24万円

（保証基準価格：20万円 発動なし）

・乳用種：11.3万円

（保証基準価格：11万円 発動なし）

・交雑種：26万円

（保証基準価格：17.5万円 発動なし）

生
産
者
補
給
金

肉用子牛生産者補給金制度の仕組み

１０割

保証基準価格

合理化目標価格

肉用子牛の平均売買価格（市場価格）

生
産
者
補
給
金

国からの交付金を財源

あらかじめ積み立てた
生産者積立金を財源

負担割合　国の助成　１／２
　　　　　　　県の助成　１／４
　　　　　　　生産者　　 １／４

１０割

９割



○ 最近の牛肉及び食肉全体の供給量（１７年）

【牛肉】 【食肉全体】

（米国産牛肉の輸入停止以降(15年12月以降)、豪州産等牛肉の輸入が増加） （牛肉及び鶏肉の供給量が減少する中で、豚肉の供給量が増加）

資料：農林水産省「畜産物流通統計 、財務省「貿易統計 。数量は部分肉ベースであり、調製品は含まれない。」 」
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（輸 入 計 433千 ト ン ）

計 　 811千 ト ン 〔前 年 比 102%、 前 々 年 比 88%〕

（輸 入 計 461千 ト ン 〔前 年 比 106%、 前 々 年 比 80%〕）
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〔88%〕
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1,500
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2,500

12.4 13.4 14.4 15.4 16.4 17.4

 年月

去勢和牛
「Ａ４」

乳用種
去勢牛「Ｂ２」

  （円／ｋｇ）

平成１２年度
平均価格
１，８７６円

平成１２年度
平均価格
８０３円

米国でBSE発生
平成１５年１２月２４日

17年1～12月
２，１６１円/kg

17年1～12月
８３１円/kg

我が国でBSE発生
平成１３年９月１０日

平成１２年度
平均価格
 ３７１円

豪州産冷蔵
フルセット

17年1～12月
６０６円/kg

資料：農林水産省「畜産物流通統計」、農畜産業振興機構調べ
　注１：国産枝肉卸売価格は中央１０市場の平均値
　注２：豪州産牛肉価格(ｼｮｰﾄｸﾞﾚｲﾝﾌｪｯﾄﾞ)については、部分肉仲間相場価格を枝肉換算している

○ 牛枝肉卸売価格の推移　（乳用種牛肉と輸入牛肉は、価格・品質面で競合している）



○　乳用種子牛・ヌレ子・枝肉価格の推移
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資料：農林水産省調べ、「農業物価統計」、「畜産物流通統計」農林水産省

枝肉価格
（中央10市場平均）

子牛価
格

ヌレ子価格

乳用種子牛の保証基準価格　　（131）
（129）

（110）

（１５年） （１７年）（１６年）

○ 乳用種子牛・ヌレ子・枝肉価格の推移



・ 豚肉は食肉の中で消費量が最も多く、食生活上重要な食材としてその地位を確保。
・ 消費量は、国内外のＢＳＥや鳥インフルエンザ発生に伴う、牛肉､鶏肉の代替需要により増加。国内生産量は、１４,１５
年度は増加したが、１６，１７年度はわずかに前年度を下回って推移。輸入量は１３年９月のＢＳＥ発生による牛肉の代替
需要等により増加。

・ 豚枝肉卸売価格は、１４，１５年度は前年度に比べ低下したが、１６,１７年度は米国産牛肉の輸入停止措置の影響等によ
り前年度を上回って推移。

○ 豚肉の需給及び価格の動向

○ 食肉の一人一年当たり購入数量

資料：総務省「家計調査年報」
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2

○ 豚枝肉卸売価格の推移（  東京 ・ 大阪加重平均  ）
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円／kg

18年1月
４４７円
( 2.1 )

年度平均
４７５円
（  5.6 )

４８９円
（  2.9 )

４８５円
（ ▲0.8 )

安定上位価格 ( 480円 )

安定基準価格 ( 365円 )

４５５円
（ ▲6.2 )

４３９円
（ ▲2.0 )

４４８円
（ ▲1.5 )

４９９円
（  13.7 )

４６９円
（ ▲6.0 )

７年度　　　   ８年度　　　 ９年度　　  １０年度　  １１年度　   １２年度　　１３年度　   １４年度  　 １５年度　　 １６年度　　　１７年度

４４２円
（ ▲5.8 )

４７４円
（  7.2 )

    資料：農林水産省「畜産物流通統計」

４７８円
（  1.1 )

○ 豚 肉 需 給 の 推 移

2 7 10 11 12 13 14 15 16 17

(4～12月)

消費量 1,446 1,461 1,481 1,512 1,516 1,549 1,622 1,661 1,720 1,319
(0.0) (▲0.5) (2.4) (2.1) (0.2) (2.2) (4.7) (2.4) (3.5) (▲2.2)

生産量 1,075 910 904 893 879 862 872 892 884 650
(▲3.8) (▲5.6) (0.3) (▲1.2) (▲1.6) (▲1.9) (1.2) (2.3) (▲0.9) (▲1.9)

輸入量 342 535 546 653 651 706 748 779 862 702
(▲6.7) (6.3) (5.5) (19.6) (▲0.3) (8.5) (5.9) (4.2) (10.7) (1.5)

期末在庫 69 69 76 110 124 144 142 151 177 210

資料：「畜産物流通統計」，「日本貿易統計」，「食肉の保管状況調査」
　注：（　）内は対前年増減率

年 度

(部分肉ベース,単位：千ﾄﾝ，％)



・ 養豚は、農業総産出額８.８兆円のうち５,３３５億円（６．１％）を占め、また、地域経済の中で重
要な位置付け。
・ 16年の飼養戸数は約９千戸、飼養頭数は約9,724千頭。

○ 農業総産出額の内訳

野菜
2 5 %

米
2 3 %

果実
9 %

その

他

1 5 %

Ｈ１６
農業総産出額

８．８兆円

畜産
2兆 4,547 億 円
（ 27.9 ％ ）

○ 豚の産出額、飼養戸数及び飼養頭数（H16)

全 国

飼養戸数

飼養頭数

豚産出額

8,880戸

5,335億円

9,724千頭

その他 ７．０％

鶏肉・鶏卵 ２５．２％

豚 ２１．７％

生乳 ２８．０％

牛肉 １８．１％

○ 畜産における産出額の内訳

資料：農林林水産省「畜産統計」、「農業産出額」

資料：農林林水産省「農業産出額」
注：飼養頭数、飼養戸数はH16.2.1現在

全国

○ 養豚経営の概況



○ 指定食肉（牛肉・豚肉）の価格安定制度

◎ 価格安定制度の仕組み

◎ 指定食肉の安定価格（17年度）

（安定基準価格）

（安定上位価格）

　機構の保管食肉の売り渡し
　（輸入豚肉の関税減免措置）

①生産者団体の調整保管
②機構の指定食肉の買入保管

・ 食肉の価格安定制度は、農畜産業振興機構の需給操作等を通じて安定価格帯の幅の中に卸売価格を安定さ

せることにより、価格の乱高下を防ぎ、消費者への食肉の安定供給を図るとともに、生産者の経営安定に資する

ことを目的としている。

・ 安定価格については、畜産物の価格安定に関する法律第３条に基づき、毎年度、食肉の「生産条件、需給事

情その他の経済事情を考慮し、その再生産を確保することを旨として」安定価格帯（安定上位価格及び安定基準

価格）を定めることとしている。

牛肉 豚肉

安定上位価格 1,010 480

安定基準価格 780 365

（単位：円/kg）

◎ 牛枝肉卸売価格の推移

◎ 豚枝肉卸売価格の推移
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18年1月
４４７円
( 2.1 )

年度平均
４７５円
（  5.6 )

４８９円
（  2.9 )

４８５円
（ ▲0.8 )

安定上位価格 ( 480円 )

安定基準価格 ( 365円 )

４５５円
（ ▲6.2 )

４３９円
（ ▲2.0 )

４４８円
（ ▲1.5 )

４９９円
（  13.7 )

４６９円
（ ▲6.0 )

７年度　　　   ８年度　　　 ９年度　　  １０年度　  １１年度　   １２年度　　１３年度　   １４年度  　 １５年度　　 １６年度　　　１７年度

４４２円
（ ▲5.8 )

４７４円
（  7.2 )

   資料：農林水産省「畜産物流通統計」

４７８円
（  1.1 )
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 円／ｋｇ

年度平均

1,044円
（  0.6 )

1,150円
（  10.2 )

1,194円
（  3.8 )

安定上位価格 ( 1,010円 )

安定基準価格 ( 780円 )

1,090円
（ ▲8.7 )

1,058円
（ ▲2.9 )

1,132円
（  7.0 )

18年1月

1,347円
( 7.1 )

758円
（▲33.0 )

975円
（ 28.6 )

　 ７年度  　　 ８年度 　　　 ９年度　　   １０年度　  １１年度　    １２年度　　 １３年度　  １４年度　　　１５年度    　１６年度 　  １７年度

1,087円
（ 11.5 )

1,256円
（  15.5 )

資料：農林水産省「 畜産物流通統計」

1,335円
（  7.0 )



・畜産の経営安定対策については、これまでの施策の目的と効果を踏まえ、対象経営を明確化す
る。（食料・農業・農村基本計画(17年3月)）
・平成19年度からの実施を目指し、18年3月の畜産物価格決定に併せて具体的な内容をとりまとめ。

畜産経営安定対策の対象者

飲用向けに比べて価格面で不利のある加工原料乳の生産者に補助金を交付することにより、加工原
料乳の再生産を可能とし、生乳全体の需給安定を図る。

指定団体の下で計画生産に参加する生産者を本制度の対象とすることで、計画生産の確実な実施と
生乳全体の需給安定に寄与。

○ 加工原料乳生産者補給金制度

目的

効果

牛肉の輸入自由化の代償措置として設けられ、肉用子牛の価格が低落した場合に子牛生産者に補給
金を交付することにより、繁殖経営の再生産を可能とし、肉用牛生産の安定を図る。

•牛肉の輸入自由化や国内BSE発生による子牛価格の下落に際し、セーフティネット措置として、子牛
生産の安定に寄与。

•我が国の肉用牛生産は、繁殖経営から供給される素牛（子牛）を肥育経営が肥育して出荷する構造。
広く肉用子牛の生産者を本制度の対象とすることで、肉用牛生産の安定が図られている。

○ 肉用子牛生産者補給金制度

目的

効果

牛枝肉価格や豚肉価格が低落した場合に、生産者に補てん金を交付することで、肉用牛肥育経営や
養豚経営の安定を図る。

・国内BSE発生による枝肉価格の下落等に際し、セーフティネット措置として、肉用牛肥育経営・養豚
経営の安定に寄与。

・肥育経営及び養豚経営では構造改革が相当程度進んでいるところ。

○ 肉用牛肥育経営安定対策事業・ 地域肉豚生産安定基金造成事業

目的

効果

○ 畜産経営安定対策の対象者
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目 的： 加工原料乳の価格の不利性を補てんし、加工原料
乳地域の生乳の再生産の確保等を図るため、加工
原料乳生産者へ補給金を交付。

対象者：経営安定対策に係る指定団体との生産者積立金契
約の対象となっている加工原料乳の生産者。

仕組み
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負担割合　国の助成　１／２
　　　　　　　県の助成　１／４
　　　　　　　生産者　　 １／４

仕組み

目 的： 肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った
場合に生産者補給金を交付することにより、肉用子牛
生産の安定を図る。

対象者：肉用子牛の生産者であって、都道府県指定協会との
間に生産者補給金交付契約を締結した者。

地域保証価格

　安定基金発動
　　　基　準

肉豚の市場価格
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目 的： 都道府県段階において、生産者等が自主的に積み立てて実施して

いる肉豚の価格差補てん事業に対し、この「生産者積立金」が不足し
た場合に、これをバックアップするための「地域肉豚生産安定基金」を
造成。

対象者：肉豚の生産者であって、道府県畜産協会等との間で肉豚の価格補
償事業契約を締結した者。
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〈参考〉畜産の経営安定対策

目 的： 肉用牛肥育経営の安定を図るため、生産者の拠出と国の助成によ
り基金を造成し、収益性が悪化したときに家族労働費と推定所得の差
額の８割を補てんする。

対象者：肥育牛の生産者であって、都道府県畜産協会等との間に肥育牛補
てん金契約を締結した者
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管理基準対象農家
（６１，３１２戸）

４５．６％

管理基準対象外農家
（７３，０８２戸）

５４．４％

畜産農家
（１３４，３９４戸）

施設整備
（５１，２２６戸）

８３．６％

管理基準対象農家
（６１，３１２戸）

その他の方法※
（２，５３３戸）

４．１％

簡易対応
（７，４７８戸）
１２．２％

管理基準不適合農家
（７５戸）
０．１％

管理基準適合農家
（６１，２３７戸）

９９．９％

※その他の方法とは、通年放牧や下水道の利用等によるもの。

１．家畜排せつ物法の本格施行（平成16年11月1日）

一定規模以上の畜産農家は、管理基準に従った家

畜排せつ物の管理が必要。

２．家畜排せつ物法への対応状況

ほとんどの畜産農家は管理基準に適合している状

況（平成17年12月1日時点の適合農家率99．9%）。

３．畜産環境対策の推進

緊急避難的に簡易な措置により管理基準に対応し

た農家について、持続的で環境保全効果の高い施設

整備への支援を実施。

支援策：①１／２補助付きリース

②共同利用施設の整備

③税制

家畜排せつ物法への対応状況
(平成17年12月1日時点調査結果、1月31日公表）

○ 畜産環境対策



(平成16年度)

輸入
９１％

○乾草
○サイレージ
（発酵させた粗飼料）

牧草
青刈りとうもろこし
稲発酵粗飼料

○稲わら

○穀類
とうもろこし
こうりゃん 、 大麦

○糠類
フスマ、米ヌカ

○粕類
大豆油粕
ビートパルプ
ビール・豆腐粕

○動物質飼料
魚粉等

牛
・
羊
等
の
草
食
性
家
畜

○飼料自給率の現状と目標について

飼料の種類

粗飼料

濃厚飼料

豚
・
鶏
（
粗
飼
料
は
消
化
不
可
）

平成１５年度 平成２７年度

輸入
２４％

国産
７６％

①国産稲わらの飼料利用の促進

②耕畜連携による稲発酵粗飼料の
作付拡大

③中山間地等における放牧
の推進

・稲ＷＣＳ作付面積
４，６００㌶（平成17年：見込み）

・食品残さ飼料化マニュアルの作成・リーフ
レットによるＰＲ

・食品残さ飼料化の取組優良事例の収集・
提供

・食品産業、生産者等関係者の人的ネット
ワークの構築

国産
９％

耕作放棄地38万㌶

未利用の野草地・林
地39万㌶

国産
１００％

・国内総産出量は902万トンで、うち810万㌧は
すき 込み、焼却等。

国産
１４％

輸入
８６％

④食品残さの飼料化の推進

乾草
稲わら
稲ＷＣＳ

食品残さ等
未利用資源
糠類・粕類

２３％ ３５％（飼料全体）

利用家畜 自給率の現状と目標 国内生産拡大の可能性

国 産
９２万トン

輸入
１５万トン

・水田放牧の推進
（耕作放棄地の解消、獣害対策等）

・集約放牧の推進（北海道等）

〔飼料関係〕



平成16年度

実施なし   (7)
50ha未満   (22)
50ha以上   (5)
100ha以上   (10)
200ha以上   (1)
500ha以上   (2)

○ 稲わら・稲発酵粗飼料の利用・生産の推進について

稲ＷＣＳ作付田とハウス繁殖牛舎

自走式専用ロールベーラーの利用も増加

○ 稲わらの自給率は８６％。飼料自給率の向上や口蹄疫問題等も考慮すれば、今後、すき込み、焼却されてい
る国産稲わらの一層の飼料利用を推進することが重要。

○ 稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）は、稲作農家にとっては作りやすく、畜産農家にとっては飼料価値の高い「飼料作
物」として、転作田での作付が増加し、最近は、稲作農家が生産・収穫し、畜産農家へ販売する事例も増加。

○ 稲ＷＣＳについては、今後も増加が見込まれる一方、ある程度の財政負担が避けられないことから、国民の
コンセンサスが必要。

転作作物を作付けていない水田の活用
（調整水田・自己管理水田の合計）

１１２千㌶

稲発酵粗飼料の作付面積推移 （㌶）
１２年度 １５年度 １６年度 １７年度
５２１ → ５,２１４ → ４，３７５ →４，６００

（見込み）

稲発酵粗飼料の作付マップ

稲ＷＣＳ作付拡大の課題

○ 耕種農家による生産・調製の拡大
○ （総合）コントラクター利用の拡大
○ 直播き等の低コスト栽培技術の普及
○ 栄養収量の高い専用品種の開発

稲わら輸入量 １５万㌧

国産稲わらの仕向量

飼料用 ９２万㌧
すき込み ６７１万㌧
焼却 ２５万㌧
その他 １１４万㌧

計 ９０２万㌧

飼
料
利
用

稲わらの需給（平成１６年度）

稲ＷＣＳをめぐるトピック

○新品種(稲ＷＣＳ専用）の開発

１６年度２品種（夢あおば、ニシアオバ）

１７年度２品種（べこあおば、リーフスター）

○自走式専用ロールベーラの導入

１６年度実績１５台

(注) 17年産国産稲わらの飼料用確保量は
約108万㌧(対前年16万㌧増）の見込。



○ 繁殖農家のコストダウンや省力化の観点から放牧の拡大が必要。現在、野草地や林地での放牧が５割を
占める。

○ 最近は、耕作放棄地や水田を活用した放牧への取り組みが各地で行われ、飼料費の低減、飼育管理労働
の縮減や獣害防止などに効果があることが実証されている。

○ 今後、中山間地域における耕作放棄地の解消や棚田保全の観点から、転作田、野草地など多様な土地を
利用した放牧を推進する必要。

優良事例の特徴
○放牧を始める地域住民の理解を
得るために行政が積極的に関与。

○レンタル牛などにより初期投資
を軽減

○地域の実情に合わせ国の事業
の他、県単事業や中山間支払事
業などを組み合わせて実施。

肉用牛放牧のメリット
○飼育管理・飼料生産労働の削減
○購入飼料費の削減
○牛の健康増進

（衛生費の削減、繁殖成績の向上）
○耕作放棄地の解消、未利用地利用
○イノシシ害等の防止

中国地方を中心
に取り組み増加

単位：ha

・耕作放棄地 （１７年度）
３８万㌶

うち農家所有
２２万㌶ 田 ８万㌶

畑 １０万㌶
樹園地 ３万㌶

注）田・畑等の内訳は２０００年センサス
のデータ（２００５年センサスは集計中）

・未利用の野草地・林地
３９万㌶

○ 肉用牛の放牧について（公共牧場・入会牧野等を除く・ １６年度速報値）

戸 数 面 積 うち耕作放棄地、野草地、林地

・繁殖牛 ３，４３６戸 １８千ha １０千ha（約５割）

・肥育牛 ２２７戸 ７千ha ０.１千ha
計 ３，６６３戸 ２５千ha         １０千ha

（対１５年度 ＋１７５戸 ＋ １千ha ）

放牧マップ
(肉用牛の放牧面積）

～100

100～

1000～

10000～

○ 放牧の推進について



自給飼料の
コスト削減

農地利用
集積

良質粗飼料
生産

ゆとり創造

経営全体の
改善

コントラクター
の効果

ＴＭＲ
（混合飼料）

・共同所有
・共同作業
・集団内農地 ・外部受託も

・組織所有
・オペレーター
・外部受託中心 ・製品販売

・組織所有
・オペレーター
・ＴＭＲ販売

機械・労働
力に余裕が
ある場合

コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
発
展

○利用権の集積
○GISを活用したシステム

○高性能作業機による
短期集中作業で気象に
影響されない調製可能。
○飼料調製の均質化が
進展

○濃厚飼料も含め飼
料成分が均質化
○成育ステージに合
わせた良質混合飼料
を通年給与

○作業単位の大型化、高性能機械利用により
飼料生産コスト削減
○農家が所有機械の削減

○牛管理への作業シフトが進み、
個体管理が進む

コントラクターの概要（全国）
９年 →１５年

組織数 １２２ ３１７
利用農家数 6,020 22,300
受託面積 ３８千㌶ ９０千㌶

経営形態別(15)
営農集団 ６９％
有限会社 １６％
農 協 ９％

「作業受託組織」から「飼料供給組織」へ→構造改革のセカンドステージ

ＴＭＲ普及率１１％（一般農家含め）

「個々の経営規模拡大」から外部化による「経営改善」へ

職員数 ２,７１９人

９．９人／組織

営農集団 専業集団

○ コントラクターの展開方向について

ＴＭＲとして販売

受託農地の一括管理

乾草やサイレージ
を販売

・雇用により専業化
・農協や法人の参入



１．主要な家畜伝染病の発生状況

• １２年３月、９２年ぶりに口蹄疫が発生

• １３年９月、ＢＳＥの発生を確認。現在ま
でに２２頭の発生。

• 一方で、牛のヨーネ病の発生が漸増、清浄
化対策を実施中。

• 豚コレラは平成４年以降発生がなく、予防
的なワクチンを用いない防疫対策に移行。

• １６年１月、７９年ぶりに高病原性鳥イン
フルエンザが発生。１７年６月には弱毒タ
イプの発生が確認され、計４１例の感染農
場を確認。

○ 家畜衛生をめぐる情勢

２．家畜伝染病の発生予防、まん延防止のための取組

○飼養衛生管理基準の策定

家畜の伝染性疾病の発生予防、畜産物の安全性確保
のため、家畜の使用者が遵守すべき基準を策定

○特定家畜伝染病防疫指針の策定

重要伝染病の発生時、関係者が連携して取り組むた
め法に基づく特定家畜伝染病防疫指針を策定

〔口蹄疫、ＢＳＥ、高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、豚コレラ〕

年（平成） 11 12 13 14 15 16 17注3

口蹄疫（牛） 0 4注１ 0 0 0 0 0

伝達性海綿状脳症（牛） 0 0 3 2 4 5 7

ヨーネ病（牛） 469 390 394 433 439 604 487

豚コレラ（豚） 0 0 0 0 0 0 0

高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ（鶏） 0 0 0 0 0 5注２ 41注4

注１：宮崎県における疑似患畜の発生も含む。

２：兵庫県の食鳥処理場における発生も含む。

　３：平成１７年１２月現在

  ４：茨城県における疑似患畜の発生も含む。

○ 家畜の飼養衛生管理基準の
設定

衛生管理を徹底することで疾病
を予防

消費者加工・流通過程

勧

告

指
導
・助
言

命

令

罰

則

家畜の飼養者が家畜の衛生管理の方法に関し遵守
すべき最低限の基準

１ 畜舎や器具の清掃、消毒

２ 畜舎に出入りする際の手指、作業

衣等の消毒

３ 飼料や水への排せつ物等の混入

防止

４ 導入家畜の隔離

５ 人や車両の出入り制限・消毒

６ 野生動物や害虫の侵入防止

７ 出荷の際の家畜の健康確認

８ 異常家畜の早期発見・早期受診

９ 過密な状態での家畜の飼養回避

１０ 伝染病に関する知識の習得

衛
生
管
理
の
向
上

発発 生生

Ａ町

農林水産省

Ｂ県

試験研究機関

関係省庁

専門家の派遣
家畜防疫員等の

派遣

通行の制限
に対する協力

防疫活動に
対する協力

疫学調査

協力依頼

連携

連絡・調整

連携

連絡・調整

特定家畜伝染病防疫指針

（単位：件数）
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死亡牛検査で確認されたＢＳＥ

と畜場で確認されたＢＳＥ

19

20

21

22

３．ＢＳＥの発生と対応

• １３年９月に国内で初めて発生確認

• 肉骨粉等給与の法的禁止、と畜場でのＢＳＥ検
査や特定部位（SRM）の除去等の対策。

• １５年度からは死亡牛の検査を開始。

• １７年には、食品安全委員会の答申を受けて、
と畜場でのＢＳＥ検査月齢の見直し、飼料規制
の実効性確保の強化等の取組。

• １８年１月までに国内では２２頭の感染が確認
され、感染源・感染経路について研究グループ
による調査研究を実施中。

４．米国産牛肉輸入問題

• 我が国ではＢＳＥ発生国からの牛肉等の輸
入停止

• １５年１２月、米国でＢＳＥ発生、直ちに
牛肉等を輸入停止

• 食品安全委員会への諮問、答申を経て、１
７年１２月、２０ヶ月齢以下の牛由来、Ｓ
ＲＭの除去を条件に輸入再開

• １８年１月、輸入検査によりせき柱を含む
米国産子牛肉が確認され、輸入手続停止

平
成
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年
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平
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平
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特
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位
の
混
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を
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これまでの経緯

国内における
BSEの発生



６．牛トレーサビリティ制度の確立

15年12月１日施行 16年12月１日施行

・管理者（農家）等 13万戸
（国内飼養頭数 450万頭）

・と畜者 160か所
（年間と畜頭数 130万頭）

【生産と畜段階】 【流通段階】

・牛への個体識別耳標の装着義務
・各種届出の義務（出生・異動・と畜等）

・個体識別番号の表示の義務
・帳簿の備付けの義務

食肉卸売業者 １万件
食肉小売店 ４万件
特定料理提供業者 １万件(※)

※焼肉、すきやき、しゃぶしゃぶ等の専門店

ＢＳＥのまん延防止と牛肉に対する消費者の
信頼確保を目的として「牛の個体識別のための
情報の管理及び伝達に関する特別措置法」が施
行。
これにより、ＢＳＥ発生時に患畜の同居牛を

迅速に特定できるとともに、消費者は牛の生産
履歴等を確認可能。
制度の信頼性を確保するため、地方農政事務

所による監視・指導活動を今後とも実施。

○１６年の発生

・１６年１月１２日に山口県において、我が国では７９年ぶりとなる高病原
性鳥インフルエンザの発生が確認され、その後、大分県及び京都府でも
発生を確認。

〈発生終息後〉

家畜伝染病予防法の改正、特定家畜伝染病防疫指針の策定、互助制
度の創設等の取組み。

○１７年の発生

・１７年６月以降茨城県を中心に、高病原性鳥インフルエンザ（弱毒タイ
プ）の発生を確認（これまでに４１例、約６００万羽）。

・発生が確認された場合には、本病のまん延を防止するため、家畜伝染
病予防法及び特定家畜伝染病防疫指針に基づき、

①発生農場における飼養鶏の殺処分及び汚染物品の焼却、

②発生農場の周辺地域を対象とした移動制限等を実施。

・ウインドレス鶏舎については、専門家の意見も踏まえ、抗体陽性であっ
てもウイルスが確認されない場合には、直ちに殺処分せず、厳格な監視
措置を実施。監視下に置かれている全ての鶏舎でのおとり鶏による検査
を行い､感染が確認された農場については､その全ての鶏を殺処分する
等抗体陽性鶏を早期淘汰。

５．高病原性鳥インフルエンザの発生と対応

国内における高病原性鳥インフルエンザ発生状況

1例目～７例目
（計 約１５万７千羽）

【移動制限】（８月４日解除）
１０戸／約４７万羽

１０例目
（約９万８千羽）

【移動制限】（９月２５日解除）
３戸／約３万羽

１２例目
（約１６万２千羽）

【移動制限】（１０月６日解除）
７戸／約８万９千羽

１１例目
【移動制限】
（９月２４日解除）
３戸／約５万５千羽

１５例目～３０例目、
３２例目、３５例目、
４０例目、４１例目
（計 約１６４万羽）

【移動制限】（１月９日解除）

８例目
（約３万５千羽）

【移動制限】（８月２７日解除）
４戸／約１１万羽

（注）移動制限戸数及び
羽数には当該発生農場を
含まない。

３１例目
（約３万羽）

【移動制限】（１０月６日解除）
１９戸／約１９万３千羽

１３例目
（約８０万羽）

【移動制限】（９月１６日解除）
６戸／約３３万４千羽

３３例目
（約３０万羽）

【移動制限】（１２月１８日解除）
１４戸／約９３万羽

９例目
（約１１万６千羽）

【移動制限】
（９月１９日解除）

１５戸／約７０万９千羽

３９例目
（約８万羽）
【移動制限】

（１月２１日解除）
１０戸／約７５万羽

１４例目、３４例目、
３６例目、３７例目
（計 約１５５万羽）

【移動制限】
（１２月２６日解除）

３８例目
（約８万羽）
【移動制限】

（２月３日解除）
２戸／約４万羽
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